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今　号　の　内　容

谷垣・幹事長との懇談･･････････ １Ｐ

障害児者問題調査会････････････ １Ｐ

都府県本部関係････････････････ １Ｐ

谷垣・幹事長への要望書････････ ２Ｐ

障害を理由とする差別

の解消の推進に関する

基本方針････････････････ ３Ｐ～９Ｐ

灘本昌久さんの長期連載 15 話 ･･10 Ｐ

　
中
央
本
部
の
三
役
は
、
自
由
民
主
党
内

で
新
た
な
人
権
救
済
制
度
に
つ
い
て
の
検

討
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
、
２
月
９

日
自
由
民
主
党
本
部
の
幹
事
長
室
に
お
い

て
、
谷
垣
禎
一
・
幹
事
長
に
「
新
た
な
人

権
救
済
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
の
要
望
書

を
手
渡
し
、
懇
談
を
行
っ
た
。

　
自
由
同
和
会
の
出
席
者
は
、
中
央
本
部

の
上
田
卓
雄
会
長
、
上
田
藤
兵
衞
副
会
長
、

川
上
高
幸
副
会
長
、
平
河
秀
樹
事
務
局
長

の
４
名
で
阪
本
孝
義
副
会
長
は
欠
席
。

自
民
党

　
障
害
児
者
問
題
調
査
会

　
自
由
民
主
党
の
障
害
児
者
問
題
調
査
会

（
会
長 

衛
藤
晟
一
・
参
議
院
議
員
）
で

は
、
２
月
６
日
午
前
11
時
よ
り
党
本
部
内

の
７
０
１
号
室
に
お
い
て
、
会
議
を
開
催

し
、
内
閣
府
か
ら
「
障
害
を
理
由
と
す
る

差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針

（
案
）
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
意
見
交

換
を
行
っ
た
。

　
会
議
に
は
、
衆
・
参
議
院
議
員
と
内
閣

府
、
外
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働

省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
復
興

庁
、
警
察
庁
、
金
融
庁
、
消
費
者
庁
、
総

務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
、
農
林
水
産
省
、

環
境
省
、
防
衛
省
、
か
ら
担
当
者
が
出
席

さ
れ
た
。

　
な
お
、
こ
の
「
基
本
方
針
」（
案
）
は
、

２
月
24
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

都
府
県
本
部
関
係

　
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
（
会
長 

上
田
卓
雄
）
で
は
、

12
月
７
日
午
後
３
時
よ
り
菊
池
市
内
の
「
望
月

旅
館
」
に
、
九
州
の
各
都
府
県
本
部
の
幹
部
を

集
め
平
成
26
年
度
の
幹
部
研
修
会
を
開
催
し
た
。

　
研
修
会
で
は
、
熊
本
県
教
育
庁
教
育
指
導
局

人
権
同
和
教
育
課
の
課
長
で
あ
る
池
田
一
也
さ

ん
が
、「
人
権
教
育
の
充
実
を
求
め
て
」
～
同
和

問
題
の
解
決
と
展
望
に
つ
い
て
～
の
テ
ー
マ
で
講

演
さ
れ
た
。

　
京
都
府
本
部
（
会
長 

上
田
藤
兵
衞
）
で
は
、

京
都
市
協
議
会
（
議
長 

山
口
　
勝
広
）
と
合
同

で
の
新
春
懇
親
会
を
、
１
月
15
日
午
前
11
時
30

分
よ
り
京
都
市
内
の「
京
都
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
」に
、

国
会
、
府
会
、
市
会
の
各
議
員
や
自
治
体
の
代
表

者
多
数
を
来
賓
に
、
３
０
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

谷
垣
・
自
民
党
幹
事
長
に

人
権
擁
護
法
案
の
早
期
制
定
を
要
請

第
30
回
全
国
大
会

 
 

日
　
時 

５
月
28
日
（
木
）　
午
後
２
時
～
４
時

 
 

場
　
所 

自
民
党
本
部
９
Ｆ
９
０
１
会
議
室

※
本
全
国
大
会
も
開
会
か
ら
閉
会
ま
で
をY

o
u
T

u
b
e

に
お
い
て
完
全
生
中
継
を
行
い
ま
す
。
こ

の
生
中
継
の
視
聴
は
中
央
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

谷垣幹事長に要望書を手渡す上田会長と三役
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自由民主党

幹事長 谷垣 禎一 様

自由同和会中央本部

会長 上田 卓雄

新たな人権救済機関の設置についての要望書

自由民主党におかれましては、人権確立社会に向けた各種法律の制定を図られるとともに、

様々な施策の拡充にご尽力を賜り、衷心より厚く感謝を申し上げます。

さて、表題の新たな人権救済機関の設置については、「人権擁護法案」が閣法として平成 14

年の第 154 回国会に提出されましたが、平成 15 年 10 月の衆議院の解散から廃案になりまし

た。

この参議院法務委員会で審議される過程の中で、私ども自由同和会は参考人として国会に招

聘され賛成の立場で意見を表明しました。

この「人権擁護法案」は、広汎な人権侵害を対象に簡易・迅速・柔軟に被害者を救済するこ

とを目的にしておりましたが、人権侵害の定義が広範・曖昧などと法案の成立に慎重な意見も

出されたために、自由民主党は平成 17 年の再提出を断念して以降、まったく検討されていま

せん。

この間にも、国連の規約人権委員会をはじめ各種委員会からも政府から独立した人権救済機

関としての「人権委員会」の設置を何度も勧告が出されています。

また、昨今のヘイトスピーチが国連の人種差別撤廃委員会で問題視されるなど、我が国が不

名誉な立場に立たされています。

このような国際的な状況を打破するためにも、「人権擁護法案」の成立に慎重な姿勢を示し

ていた人たちにも合意されるよう法案を大胆に見直し、法案を国会へ提出され、成立されます

ようお願い申し上げます。

   平成 27 年 2 月 9 日

以 上
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上
で
公
開
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た

い
）。

　
戦
後
部
落
解
放
運
動
の
中
で
、
差
別
表

現
糾
弾
の
代
表
的
事
例
は
、
大
内
兵
衛
事

件
で
あ
ろ
う
。
大
内
氏
は
、
一
九
六
九
年

二
月
号
の
雑
誌
『
世
界
』（
岩
波
書
店
）

で
「
大
学
と
い
う
特
殊
部
落
」
と
述
べ
、

部
落
解
放
同
盟
か
ら
の
抗
議
で
当
該
の
号

を
回
収
し
て
謝
罪
し
た
。
ま
あ
、
良
い
た

と
え
と
は
言
え
な
い
の
で
、
部
落
解
放
同

盟
か
ら
一
言
あ
っ
て
も
不
当
と
は
言
え
な

い
が
、
天
下
の
進
歩
的
知
識
人
で
あ
る
大

内
兵
衛
氏
が
全
面
屈
服
し
て
、
雑
誌
『
世

界
』
が
初
の
絶
版
回
収
に
な
っ
た
こ
と

が
、
運
動
に
は
余
程
う
れ
し
か
っ
た
の
だ

ろ
う
、
あ
る
い
は
か
つ
て
な
い
達
成
感
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
の
ち
、「
特
殊

部
落
」
と
い
う
用
語
の
摘
発
が
無
思
慮
に

激
発
し
て
い
く
。
何
を
隠
そ
う
、
私
が
卒

業
し
た
大
阪
府
立
豊
中
高
校
で
も
、
大
内

兵
衛
事
件
の
直
後
の
六
月
、
新
聞
部
の
記

事
中
に
「
特
殊
部
落
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ

た
こ
と
を
契
機
に
、
当
時
の
新
左
翼
系
の

部
落
民
団
体
が
高
校
の
一
室
を
占
拠
し
、

学
園
紛
争
へ
と
突
入
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

同
和
教
育
な
ど
が
不
十
分
な
時
代
で
あ
っ

た
の
で
、
学
校
側
に
も
反
省
す
べ
き
点
は

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
部
落
の
青

年
活
動
家
が
全
校
集
会
を
開
か
せ
て
、
そ

の
壇
上
か
ら
私
語
を
し
て
い
た
の
を
見
つ

け
で
も
し
た
の
か
、女
子
生
徒
に
「
お
い
！
　

そ
こ
の
メ
ン
タ
！
」
と
叫
ん
で
心
あ
る
教

職
員
や
生
徒
の
顰
蹙
を
か
っ
た
。
後
に
、

私
が
豊
中
高
校
で
部
落
解
放
研
究
会
を
創

立
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
協
力

し
て
下
さ
っ
た
良
心
的
な
先
生
か
ら
、
当

部
落
解
放
運
動
四
十
年
を
振
り
返
っ
て
⑮

　
差
別
語
と
い
か
に
向
き
あ
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘
本
　
昌
久

　
と
こ
ろ
で
、
戦
後
の
部
落
解
放
運
動
が

同
和
事
業
の
獲
得
に
軸
足
を
置
い
て
展
開

さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き

た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
、
表
裏
一

体
の
問
題
が
、
差
別
糾
弾
闘
争
、
と
り
わ

け
差
別
表
現
糾
弾
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
水
平
社
時
代
か
ら
差
別
語

の
使
用
や
差
別
発
言
を
糾
弾
し
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

部
落
解
放
運
動
が
組
織
的
に
「
差
別
語
狩

り
」
的
な
行
動
を
行
な
っ
た
の
は
戦
後
部

落
解
放
運
動
、
と
り
わ
け
行
政
闘
争
時
代

の
部
落
解
放
運
動
の
「
特
色
」
と
い
わ
な

く
て
は
い
け
な
い
。
水
平
社
時
代
は
、
一

方
で
差
別
発
言
を
糾
弾
し
て
い
た
が
、
他

方
で
そ
れ
が
「
差
別
語
狩
り
」
に
堕
し
な

い
よ
う
に
た
び
た
び
注
意
を
呼
び
か
け
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
戦
後
部
落
解
放

運
動
、
と
り
わ
け
一
九
六
九
年
同
和
対
策

事
業
特
別
措
置
法
施
行
以
降
の
部
落
解
放

運
動
は
、
運
動
の
ヒ
ラ
の
メ
ン
バ
ー
よ

り
、
活
動
家
や
幹
部
が
率
先
し
て
差
別
語

狩
り
・
差
別
表
現
狩
り
に
邁
進
し
て
き
た

傾
向
が
あ
る
。
水
平
社
時
代
に
水
平
社
の

末
端
の
メ
ン
バ
ー
が
差
別
語
を
ダ
シ
に
恐

喝
事
件
を
起
こ
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
と

は
違
い
、
組
織
の
中
枢
部
か
ら
の
発
議
で

差
別
語
狩
り
を
煽
っ
て
き
た
と
い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
以
下
に
述
べ
る
こ
と
は
、
一
九
八
九
年

に
書
い
た
「
差
別
語
と
い
か
に
向
き
あ
う

か
」
で
詳
し
く
述
べ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

時
の
部
落
解
放
運
動
の
傍
若
無
人
振
り
を

聞
か
せ
ら
れ
て
、
ま
っ
た
く
胸
の
痛
む
思

い
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
た
だ
、
部
落
解

放
同
盟
の
名
誉
の
た
め
に
付
言
し
て
お
け

ば
、
さ
す
が
に
同
盟
の
幹
部
も
、
こ
の
一

部
の
跳
ね
上
が
り
分
子
の
や
り
た
い
放
題

に
は
手
を
焼
い
た
よ
う
で
、
か
な
り
抑
制

的
に
自
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
は

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

糾
弾
す
べ
き
か
ど
う
か
微
妙
な
ぐ
ら
い
些

末
な
差
別
表
現
問
題
で
大
げ
さ
な
「
闘
争
」

を
引
き
起
こ
し
て
、
後
々
ま
で
語
り
草
に

な
る
よ
う
な
悪
評
判
を
残
す
と
は
、
本
末

転
倒
も
甚
だ
し
く
、
こ
う
し
た
事
件
を
引

き
起
こ
し
た
被
差
別
に
居
直
る
人
た
ち
に

は
、
心
か
ら
嫌
悪
感
を
い
だ
く
。

　
と
も
か
く
、
大
内
兵
衛
事
件
で
味
を
し

め
た
「
活
動
家
」
に
よ
る
差
別
語
狩
り
事

件
は
こ
の
後
枚
挙
に
い
と
ま
が
無
く
、
本

来
は
部
落
差
別
撤
廃
の
協
力
者
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
善
良
な
人
た
ち
に
多
大
の
違
和

感
を
残
し
な
が
ら
、
そ
の
後
現
在
に
至
る

ま
で
続
い
て
い
く
。

　
と
こ
ろ
で
、「
特
殊
部
落
」
と
い
う
言

葉
は
、
そ
れ
ほ
ど
禁
止
用
語
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
詳
し
く
は
、
前
述
の
「
…
い
か
に

向
き
あ
う
か
」
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い

の
だ
が
、
一
九
六
〇
年
代
当
時
、「
特
殊

部
落
」
と
い
う
用
語
は
、
同
和
地
区
を
指

す
普
通
の
用
語
と
し
て
け
っ
こ
う
使
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
大
内
兵
衛
事
件
直
前

の
一
九
六
六
年
十
一
月
に
発
刊
さ
れ
た
平

凡
社
の
『
世
界
百
科
大
事
典
』
に
は
、
部

落
問
題
の
項
目
が
な
ん
と
「
特
殊
部
落
」

で
立
項
さ
れ
て
お
り
、
執
筆
者
は
、
部
落

解
放
全
国
委
員
会
（
部
落
解
放
同
盟
の
前

身
）
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
戦
後
部

落
解
放
理
論
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
井
上

清
氏
で
あ
る
。
百
科
事
典
の
項
目
が
「
特

殊
部
落
」
で
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
よ

く
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
時
期
は
、
差
別
的
意
図
を
も
っ
て

使
っ
た
ら
差
別
で
、
好
意
的
も
し
く
は
中

立
的
学
術
的
使
用
は
許
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
戦
前
、
同
和
地
区
を
さ
し
て
使
う
学
術

用
語
と
し
て
は
「
特
殊
部
落
」
が
主
流
で
、

他
の
用
語
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
戦
後
も
、

一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
〇
年
ご
ろ
の
雑

誌『
部
落
問
題
』（『
部
落
』の
前
身
）は
、「
特

殊
部
落
」
を
用
い
て
い
る
。
一
九
五
〇
年

二
月
号
か
ら
は
「
未
解
放
部
落
」
と
い
う

言
葉
が
作
ら
れ
て
、「
特
殊
部
落
」
と
併

用
さ
れ
て
い
く
が
、「
特
殊
部
落
」
の
使

用
が
自
動
的
に
差
別
発
言
で
あ
る
か
の
ご

と
く
に
ね
じ
曲
げ
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
被
差
別
部
落
」
の

用
語
が
発
明
さ
れ
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
部
落
解
放
同
盟
機
関
紙
『
解

放
新
聞
』
一
九
六
六
年
一
月
号
か
ら
で
、

そ
れ
ま
で
は
、
あ
く
ま
で
「
特
殊
部
落
」

か
「
未
解
放
部
落
」
の
併
用
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
、
膨
大
な
資
料
を
読

ん
で
い
る
部
落
史
研
究
者
に
と
っ
て
は
、

当
た
り
前
の
こ
と
な
の
だ
が
、
不
勉
強
な

研
究
者
は
、
部
落
解
放
運
動
の
影
響
を
受

け
て
、
あ
る
い
は
、
三
流
運
動
家
を
代
弁

し
て
、
あ
た
か
も
「
特
殊
部
落
」
が
生
ま

れ
な
が
ら
の
差
別
用
語
で
あ
る
と
し
て
、

「
差
別
」
の
濡
れ
衣
を
着
せ
る
の
で
あ
る
。

（
続
く
）


